
 

鳥羽志勢広域連合 令和４年度定期監査報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 準拠している基準 

 この監査は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 198 条の 4 第 1 項の規定によ

り定められた鳥羽志勢広域連合監査基準（令和 2 年 4 月 1 日鳥羽志勢広域連合監査委

員告示第 1号）に基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

 地方自治法第 199 条第 1 項の規定に基づく財務監査を、同条第４項に基づく定期監

査として実施した。あわせて、地方自治法第 199 条第２項の規定に基づく行政監査を

実施した。 

 

３ 監査の対象 

 鳥羽志勢広域連合全課（総務課、介護保険課、環境課、衛生課）における令和３年度

の事務事業 

 

４ 監査の着眼点 

 鳥羽志勢広域連合監査基準第３条第１項第１号及び第２号の規定に基づき、各課の財

務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行われているか

を主眼とし、監査を実施した。特に、各課における業務概要、財務関係書類等を重点項

目として監査を行った。 

 

５ 監査の実施内容 

 令和４年７月１９日、予め各部署から提出された定期監査資料等について、監査対象

課の長等から説明を受け、関係職員に対し質疑を行うとともに、必要に応じて関係書類

を精査し、現場への立入りも行い、総合的に監査を実施した。 

 

６ 監査を執行した委員及び補助職員 

          鳥羽志勢広域連合 監査委員  村 林  守        

          鳥羽志勢広域連合 監査委員  倉 田   育 

          鳥羽志勢広域連合 総 務 課      橋 爪  沙 帆        

 

第２ 審査の結果 

 第１に記載したとおり監査したかぎりにおいて、監査の対象とした事務は法令に適合す

るとともに、正確かつ効率的に行なわれているものと、認められた。 


